
 舞  鶴  市  教  育  環  境  の  在  り  ⽅  懇  話  会  に  関  す  る  要  綱 

 (開  催) 
 第  1  条     教  育  ⻑  は、  近  年  の  教  育  環  境  の  変  化  に  対  応  す  る  た  め、  本  市  の  教  育  環  境  の 

 在  り  ⽅  に  つ  い  て、  専  ⾨  家  等  か  ら  幅  広  い  意  ⾒  を  聴  く  た  め、  舞  鶴  市  教  育  環  境  の  在 
 り  ⽅  懇  話  会  (以  下  「懇  話  会」  と  い  う。)  を  開  催  す  る。 
 (構  成) 

 第  2  条     懇  話  会  は、  次  に  掲  げ  る  者  の  う  ち  か  ら、  教  育  ⻑  が  選  任  す  る  委  員  10  ⼈  以  内 
 を  もっ  て  構  成  す  る。 

    (1)     学  識  経  験  を  有  す  る  者 
    (2)     各  種  団  体  を  代  表  す  る  者 
    (3)     市  ⺠ 
    (4)     前  3  号  に  掲  げ  る  者  の  ほ  か、  教  育  ⻑  が  適  当  と  認  め  る  者 
 2     懇  話  会  に  会  ⻑  及  び  副  会  ⻑  を  置  き、  委  員  の  互  選  に  よ  り  定  め  る。 
 3     会  ⻑  は、  会  務  を  総  理  す  る。 
 4     副  会  ⻑  は、  会  ⻑  を  補  佐  し、  会  ⻑  に  事  故  が  あ  る  と  き、  ⼜  は  会  ⻑  が  ⽋  け  た  と  き 

 は、  そ  の  職  務  を  代  理  す  る。 
 5     会  ⻑  及  び  副  会  ⻑  に  事  故  が  あ  る  と  き  は、  あ  ら  か  じ  め  会  ⻑  の  指  名  す  る  委  員  が  そ 

 の  職  務  を  代  理  す  る。 
 6     懇  話  会  は、  必  要  に  応  じ  て  懇  話  会  委  員  以  外  の  者  の  出  席  を  求  め  る  こ  と  が  で  き 
 る。 

 (開  催  期  間) 
 第  3  条     懇  話  会  は、  令  和  7  年  1  ⽉  1  ⽇  か  ら  令  和  8  年  3  ⽉  31  ⽇  ま  で  開  催  す  る。 

 (庶  務) 
 第  4  条     懇  話  会  の  庶  務  は、  教  育  振  興  部  学  校  教  育  課  に  お  い  て  ⾏  う。 

 (委  任) 
 第  5  条     こ  の  要  綱  に  定  め  る  も  の  の  ほ  か、  懇  話  会  の  運  営  に  関  し  必  要  な  事  項  は、  会 

 ⻑  が  委  員  の  意  ⾒  を  聴  い  て  定  め  る。 
          附     則 
    こ  の  要  綱  は、  令  和  7  年  1  ⽉  1  ⽇  か  ら  施  ⾏  す  る。 


